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研究協力者   渋谷健司    東京大学大学院医学系研究科 国際保健政策学教室 教授 
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研究要旨  

世界一長寿で健康的であると言われている日本。その背景には、ユニバーサル・ヘルス・カバレ

ッジ（UHC）、「全ての人が適切な予防、治療、リハビリ等の保健医療サービスを、必要な時に支

払い可能な費用で受けられる状態」すなわち「誰も取り残されない医療」がある状態が 20 世紀

後半に達成されたことが要因の一つとして指摘されている。今、世界各国では 2030 年までのこ

の UHC 達成が大きな目標として掲げられており、各国は様々な取り組みを進めている。 

 

1961 年の国民皆保険制度導入以降、提供する医療の質・量ともに充実させることで、UHC をすで

に達成した日本から世界に発信できることは多い。しかしながら、日本でも少子高齢化の影響や、

医療技術の高度化に伴う医療費の高騰、地方での医療職不足など様々な課題を抱えており、今の

ままでは医療制度の持続可能性が問われている。また、地理的格差のみならず、貧困層・障害者・

セクシュアルマイノリティー、移民等のいわゆる社会的弱者と呼ばれる人たちが医療を受けにく

い状況も指摘されている。 

 

2019 年の UHC day に合わせて開催されたイベントでは、日本国内においてこのような医療アク

セスへの様々な障壁（地理的障壁及び社会的弱者への医療支援）に取り組みを行っている有識者

を招き、「誰もが医療サービスを受けられる社会」「誰一人取り残されない医療」を実現するたに、

今後どのような取り組みが必要になるか、具体策を検討していく。 

、。 
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Ａ．研究目的  

2015 年に国連に加盟する 193 か国によって

合意された「持続可能な開発目標（SDGs）」

は、2030 年までに、「誰一人取り残さない」

持続可能で多様性と包摂性のある社会を実

現しようという野心的なアジェンダである。

全 17 ある目標のうち目標 3 は「全ての人に

健康と福祉を」実現することを掲げおり、中

でも、誰もが必要なときに経済的な負担に苦

しむことなく、医療サービスを受けられる状

態（ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC））

を達成することがターゲットとして含まれ

ている。 

 

日本では、都市部への人口の集中と医療サー

ビスの偏在が起こっており、医療の地域格差

が課題となっている。さらには、地理的格差

のみならず、貧困層・障害者・セクシュアル

マイノリティー、移民等のいわゆる社会的弱

者と呼ばれる人たちが医療を受けにくい状

況も指摘されている。本イベントでは、日本

国内においてこのような医療アクセスへの

様々な障壁（地理的障壁及び社会的弱者への

医療支援）に取り組みを行っている有識者を

招き、「誰もが医療サービスを受けられる社

会」「誰一人取り残されない医療」を実現す

るたに、今後どのような取り組みが必要にな

るかを議論する。 

 

今年は 9 月 23 日に国連 UHC ハイレベル会合

が開かれ、世界中の首脳が UHC の重要性を表

明する。我々も世界レベルで議論されている

UHC に対する理解を深めると同時に、日本で

SDGs 時代における「誰一人取り残さない」真

のUHCを実現するための工夫を検討していく。 

 

Ｂ．研究方法  

以下の３部構成に分けて様々な切り口から

日本国内で「誰一人取り残されない医療」を

実現するには、どの様な取り組みが重要か、

具体的な方策を議論する。 

 

第１部は僻地にて社会的弱者への医療支援

に従事している有識者、第２部は UHC の世界

的潮流に詳しい専門家、そして第３部は上記

2 名の専門家に加えて、外国人向け医療に取

り組んでいる専門家、障害者代表、将来の医

療を担う医学部生代表とパネルディスカッ

ションを行う。 

 

 第一部：基調講演（講演 30 分） 

「誰一人取り残されない医療（no one 

left behind）」の在り方 

高山義浩氏, 沖縄県立中部病院 感染症

内科・地域ケア科 副部長 

 第二部：講演 （講演 20分） 

UHC 達成に向けた世界的な潮流 (UHC 入

門) 

杉下智彦氏, 東京女子医科大学 国際環

境・熱帯医学講座 教授/講座主任 

 第三部：パネルディスカッション（パネ

ル 40分） 

日本における「誰一人取り残されない医

療（no one left behind）」を目指して 

高山義浩氏, 沖縄県立中部病院 感染症

内科・地域ケア科 副部長 

杉下智彦氏, 東京女子医科大学 国際環

境・熱帯医学講座 教授/講座主任 
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田口亜希氏, 一般社団法人日本パラリ

ンピアンズ協会理事、パラリンピック射

撃 元日本代表、日本郵船株式会社 広報

グループ 社会貢献チーム 

二見茜氏, 東京医科歯科大学医学部附

属病院 国際医療部、副部長 

村上綾氏, IFMSA-Japan 人権と平和に関

する委員会 責任者 

 

パネルディスカッションでは、以下の質問を

中心に議論を行う。 

 誰一人残さず医療を届けるということ

を考えた際に、日本の医療で最も課題だ

と思われることは何か？ 

 日本の医療が真にUHCを達成するために

鍵となるのはどのようなことである

か？ 

 

各発表及びパネルディスカッションを通じ

て、国内においてとりわけ脆弱層と呼ばれる

人たちまであまねく医療を提供するために

は何が課題でどの様な取り組みが必要か抽

出する。 

 

Ｃ．研究結果  

基調講演を担った沖縄県立中部病院の高山

義浩氏は地域医療に携わる臨床医としての

視点から誰もが取り残されない医療を実現

させるには、個々の地域住民のニーズに対応

する必要がある。それを可能にするのは、彼

ら当事者が意思決定に関われるインクルー

シブな仕組み、「医療の民主化」を取り組む

重要性を強調した。 

 

UHC の世界的潮流を講演した杉下智彦氏は, 

UHC の概念に関する歴史的背景を説明した後、

誰もが当事者意識を共有し「誰一人取り残さ

ない」というマインドセットを社会として認

識することの重要性、また保健課題を解決す

るためには、社会的なデザインから取り組む

必要性に触れた。 

 

パネルディスカッションでは、医療制度の仕

組みとしての課題及び日本社会としての課

題が浮き彫りになった。例えば、外国人向け

医療の課題については、心のケアや医療コミ

ュニケーション支援が十分に提供されてい

ないため、時には在日外国人の命を脅かす問

題にまでなっている旨を二見茜氏が説明し、

地域の医療現場において外国人を受け入れ

る体制及び社会として多文化理解への教育

の必要性を強調した。それに加えて、村上綾

氏が医学生や医療従事者は医療のみならず

制度と人種やセクシュアリティを含む社会

の多様性に関する理解を深める必要性を述

べた。 

 

なお、「医療の民主化」に関連して田口亜希

氏は自身の治療・リハビリ経験から語り、「自

立」の定義が医療従事者と当事者の間でギャ

ップが生じ、それが大きな障壁となったこと

を共有した。高山氏は、「自立」とは何なの

かを医療提供者と当事者間でしっかり議論

する必要性に共感し、当事者の個々のニーズ

に沿った医療を提供する上で、市町村や医療

全体の縦割りが課題となっていることを指

摘した。その解決策の一案として災害時対応

の様に横断的な仕組みを取り組むことを提
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案した。 

 

当日のイベントは100名ほどの来場者が参加

し、そのうちの大半が医療系大学に所属する

学生や教職員であった。 

 

Ｄ． 結論  

1961 年に皆保険制度を達成し、世界最高水準

の健康指標を誇る日本の医療制度の中には、

諸外国が UHC 達成に向けたプロセスを進め

る上で参考となりうるものが多い。一方で、

少子高齢化、多様化、及び経済的格差の増加

に加えて高騰する医療社会保障費等、我が国

が抱える課題が医療現場で十分対応されて

いない現状がある。中でも、多様性への柔軟

的な対応体制の構築には医療や行政の縦割

り仕組みが障壁になっていることが浮き彫

りになった。さらに、多様性への理解が社会

全体的に浸透していないことも課題となっ

ている。日本は UHC を世界的に推奨する国

として、これら国内の課題を十分認識し、社

会全体として弱者のニーズに対応して「誰も

取り残されない医療」を追求した上で世界

の UHC をリードしていく必要がある。 

 

E．研究発表  

1. 論文発表 

特になし 

 

2. 学会発表 

特になし 

 

F．知的財産権の出願・登録状況  

（予定を含む。）  

1. 特許取得  

特になし  

 

2. 実用新案登録  

特になし  

 

3. その他 

特になし
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